
 

世田谷区指定地域密着型サービスの事業の人員等の基準等に関する条例の施行

及び指定地域密着型サービス事業所の指定等に関する規則の一部を改正する規

則 

世田谷区指定地域密着型サービスの事業の人員等の基準等に関する条例の施行及び

指定地域密着型サービス事業所の指定等に関する規則（平成２５年３月世田谷区規則

第７号）の一部を次のように改正する。 

第２号様式を次のように改める。 





 

  附 則 

この規則は、令和８年５月１日から施行する。 


